
岡崎市私立保育所運営費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和22年法律164号。以下「法」という。）

第35条第４項の規定により設置された私立保育所の育成及びその保育所に勤

務する職員の給与処遇の改善並びに児童福祉の向上を図るため、予算の範囲

内において岡崎市私立保育所運営費補助金（以下「市費補助金」という。）

の交付を行うことに関し、岡崎市社会福祉法人助成手続条例（昭和43年岡崎

市条例第15号）及び岡崎市市費補助金等に関する規則（昭和34年岡崎市規則

第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

⑴ 私立保育所 法第35条第４項の規定により、国、都道府県及び市町村以

外の者が設置した市内に住所を有する保育所をいう。

⑵ 市費補助事業 市費補助金の交付の対象となる事業をいう。 

（市費補助金の対象経費等）

第３条 この市費補助金の対象となる経費、算定方法、交付額等は、別表のとお

りとする。ただし、人件費の区分において、次の各号に掲げる者に係る経費

は補助の対象外とする。

 ⑴ 施設型給付費の加算のうち、高齢者等活躍促進加算の対象となる職員

 ⑵ 保育体制強化事業の対象となる保育支援者

 ⑶ 保育所が独自で雇用している事務職員 

 ⑷ その他、他の補助事業等の対象として雇用している職員 

（市費補助金の交付の申請）

第４条 市費補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）

は、様式第１号による市費補助金交付申請書に市費補助金の交付に市長が必要

と認める書類を添え、市長が定める時期までに提出しなければならない。



（市費補助金の交付の決定）

第５条 市長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審

査及び必要に応じて調査等を行い、市費補助金の交付の適否を決定するものと

する。

２ 市長は、市費補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び

これに条件を付した場合にはその条件を補助事業者に通知するものとする。

（変更等の承認申請）

第６条 補助事業者は、市費補助金の交付の決定を受けた場合において、市費補

助事業の内容を変更しようとするとき又は市費補助事業を中止し、若しくは廃

止しようとするときは、あらかじめ様式第２号による市費補助金変更等承認申

請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

（実績報告）

第７条 補助事業者は、市費補助事業が完了したときは、その市費補助事業完了

後10日以内に、様式第３号による市費補助事業実績報告書に市長が必要と認め

る書類を添えて報告しなければならない。

（市費補助金の額の確定）

第８条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査及び必要に応

じて調査等を行い、その報告に係る市費補助事業の成果が補助金の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき市費

補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に対し通知するものとする。

（市費補助金の交付）

第９条 市費補助金は、前条の規定による市費補助金の額の確定後、補助事業者

からの請求により交付する。ただし、市長が特別の理由があると認めたとき

は、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

なお、市が実施する社会福祉法人等指導監査において、改善措置を命ぜられ

た場合には、改善がなされるまでの間、市費補助金を不交付とすることがで

きる。

２ 補助金の概算払による交付を受けた者は、補助金額の確定後、速やかに精算



しなければならない。

（交付決定の取消）

第10条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、市費補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

⑴ 偽りその他不正の手段により市費補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 市費補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 市費補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又

は市長の指示に従わなかったとき。

（市費補助金の返還）

第11条 市長は、市費補助金の交付決定を取り消した場合において、市費補助事

業の当該取り消しに係る部分に関し、既に市費補助金が交付されているとき

は、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

２ 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る市費補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてそ

の返還を命ずるものとする。

（補則）

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定め

る。

（終期）

第13条 この要綱は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以

前にこの要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関

しては、同日以後も、なおその効力を有する。

附 則

この要綱は、昭和57年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。



附 則

この要綱は、平成10年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年４月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年４月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月1日から施行する。




